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新潟県選挙管理委員会規程第５号 

公職選挙法等執行規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

令和３年３月30日 

新潟県選挙管理委員会委員長  天井 貞 

公職選挙法等執行規程の一部を改正する規程 

第１条 公職選挙法等執行規程（平成７年新潟県選挙管理委員会規程第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部

分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正

後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（病院の院長等が不在者投票管理者となる病院等） 

第８条 令第55条第２項及び第４項第２号の規定に

基づき指定する病院、老人ホーム、身体障害者支

援施設及び保護施設（以下「病院等」という｡)は、

別表第１に掲げる病院、別表第２に掲げる老人ホ

ーム、別表第３の１に掲げる身体障害者支援施設

及び別表第３の２に掲げる保護施設とする。 

２ 前項の規定により指定する病院等の基準は、次

のとおりとする。 

(1) 医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５

第１項に規定する病院（介護保険法（平成９年

法律第123号）第８条第28項に規定する介護老

人保健施設及び同条第29項に規定する介護医

療院を含む｡)で、概ね50床以上の病床を有する

もの 

(2) 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第５条

の３に規定する老人短期入所施設、養護老人ホ

ーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

並びに同法第29条第１項に規定する有料老人ホ

ーム（介護・食事の提供・家事・健康管理のい

ずれかのサービスの提供を行うサービス付き高

齢者向け住宅を含む｡)で、概ね50人以上の人員

を入所させることのできるもの 

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成17年法律第123号）

第５条第11項に規定する障害者支援施設及び同

条第28項に規定する福祉ホームのうち、専ら身

体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第４

条に規定する身体障害者を入所させる施設で、

概ね50人以上の人員を入所させることのできる

もの 

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第

１項に規定する救護施設及び更生施設で、概ね

50人以上の人員を入所させることのできるもの 

(5) その他県委員会が適正な管理執行が確保でき

ると認める病院等 

３ 第１項の規定による指定を受けようとする病院

等の長は、別記第３号様式により県委員会に申請

（病院の院長等が不在者投票管理者となる病院等） 

第８条 令第55条第２項及び第４項第２号の規定に

基づき指定する病院老人ホーム、身体障害者支援

施設及び保護施設は、別表第１に掲げる病院、別

表第２に掲げる老人ホーム、別表第３の１に掲げ

る身体障害者支援施設及び別表第３の２に掲げる

保護施設とする。 
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しなければならない。 

４ 県委員会は、前項の規定による病院等の長から

の申請が第２項に規定する指定の基準に照らし適

当であると認めるときは、当該病院等を不在者投

票のできる病院等として指定するものとする。 

５ 前項の規定により指定を受けた病院等の長は、

当該病院等を閉鎖したとき又は当該病院等の名称、

所在地若しくは収容定員を変更したときは、別記

第４号様式又は別記第５号様式により直ちにその

旨を県委員会に報告しなければならない。 

６ 県委員会は、第4項の規定により指定した病院等

が第２項に規定する指定の基準に該当しなくなっ

たと認めるときその他指定を取り消すことが適当

であると認めるときは、当該病院等の指定を取り

消すことができる。 

７ 県委員会は、病院等を新たに指定したとき、既

に指定している病院等が閉鎖したとき、病院等の

指定を取り消したとき又は病院等が名称若しくは

所在地を変更したときは、速やかにその旨を告示

するものとする。 

８ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第106

条、第114条、第117条、第184条及び最高裁判所裁

判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)第

13条の規定において準用又はその例によるとされ

ている令第55条第２項及び第４項第２号の規定に

基づき不在者投票のできる病院等については、県

委員会が第１項の規定により指定した病院等をも

ってこれにあてる。 

 

 

（ビラ証紙の交付） 

第19条 前条のビラ証紙交付票の交付を受けた候補

者又は候補者届出政党が、ビラ証紙の交付を受け

ようとする場合には、当該ビラ証紙交付票に当該

候補者名又は当該候補者届出政党の名称及びその

代表者名を記入し、これを県委員会に提出しなけ

ればならない。この場合、候補者又は候補者届出

政党は、証紙をはるべきビラの見本を2枚(記載内

容の異なるごとにそれぞれ2枚)添えて、別記第15

号様式に準じて県委員会に届け出なければならな

い。 

２～４ （略） 

 

（検印の方法） 

第24条 検印を受けようとする候補者届出政党は、

第22条の検印票を提出しなければならない。この

場合においては、検印票に当該候補者届出政党の

名称及びその代表者名を記入しなければならない。 

 

２～４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第106

条、第114条、第117条、第184条、漁業法施行令(昭

和25年政令第30号)第９条、第23条及び最高裁判

所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122

号)第13条の規定において準用又はその例による

とされている令第55条第２項及び第４項第２号の

規定に基づき不在者投票のできる病院、老人ホー

ム、身体障害者支援施設及び保護施設については、

県委員会が前項の規定により指定した病院、老人

ホーム、身体障害者支援施設及び保護施設をもっ

てこれにあてる。 

 

（ビラ証紙の交付） 

第19条 前条のビラ証紙交付票の交付を受けた候補

者又は候補者届出政党が、ビラ証紙の交付を受け

ようとする場合には、当該ビラ証紙交付票に当該

候補者名又は当該候補者届出政党の名称及びその

代表者名を記入するとともに、当該候補者又は代

表者の印を押し、これを県委員会に提出しなけれ

ばならない。この場合、候補者又は候補者届出政

党は、証紙をはるべきビラの見本を2枚(記載内容

の異なるごとにそれぞれ2枚)添えて、別記第15号

様式に準じて県委員会に届け出なければならない。 

２～４ （略） 

 

（検印の方法） 

第24条 検印を受けようとする候補者届出政党は、

第22条の検印票を提出しなければならない。この

場合においては、検印票に当該候補者届出政党の

名称を記入するとともに、当該代表者において記

名捺印しなければならない。 

２～４ （略） 
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（検印の方法) 

第87条 第85条の検印票の交付を受けた推薦団体が、

検印を受けようとする場合には、当該検印票に推

薦団体の名称並びに推薦演説会を開催する施設の

名称及びその所在地並びに開催年月日並びに検印

に関する責任者の氏名を記入し、これを県委員会

に提出しなければならない。 

 

２・３ （略） 

４ 検印したポスターが500枚に達しないときは、県

委員会は検印票に検印したポスターの枚数を記入

し、提出者に返すものとする。 

 

 

（検印の方法） 

第99条 検印を受けようとする確認団体は、第97条

の検印票を提出しなければならない。この場合に

おいては、検印票に当該政党その他の政治団体の

名称及び検印に関する責任者名を記入しなければ

ならない。 

２～４ （略）  

 

別記第１号様式及び第２号様式 削除 

 

第６号様式（第９条関係） 

その１ 候補者又は推薦届出者の場合 

（略） 

氏 名   

選挙事務所設置届 

（略） 

備考 

１・２ （略） 

３ 候補者又は推薦届出者本人が届け出る場合

にあっては本人確認書類の提示又は提出を、

これらの者の代理人が届け出る場合にあって

は委任状の提示又は提出及び当該代理人の本

人確認書類の提示又は提出を行ってください。

ただし、候補者又は推薦届出者本人の署名そ

の他の措置がある場合はこの限りではありま

せん。 

 

その２ 候補者届出政党の場合 

（略） 

代表者氏名   

選挙事務所設置届 

（略） 

備考 

１ この届出は、新潟県選挙管理委員会及び選

挙事務所が設置された市区町村の選挙管理委

員会に、それぞれ行ってください。 

２ 候補者届出政党の代表者本人が届け出る場

（検印の方法） 

第87条 第85条の検印票の交付を受けた推薦団体が、

検印を受けようとする場合には、当該検印票に推

薦団体の名称並びに推薦演説会を開催する施設の

名称及びその所在地並びに開催年月日並びに検印

に関する責任者の氏名を記入するとともに、当該

責任者の印をおし、これを県委員会に提出しなけ

ればならない。 

２・３ （略） 

４ 検印したポスターが500枚に達しないときは、県

委員会は検印票に検印したポスターの枚数を記入

し、かつ、県委員会の印をおして提出者に返すも

のとする。 

 

（検印の方法） 

第99条 検印を受けようとする確認団体は、第97条

の検印票を提出しなければならない。この場合に

おいては、検印票に当該政党その他の政治団体の

名称を記入するとともに、検印に関する責任者に

おいて記名捺印しなければならない。 

２～４ （略） 

 

別記第１号様式から第５号まで 削除 

 

第６号様式（第９条関係） 

その１ 候補者又は推薦届出者の場合 

（略） 

氏 名 ㊞ 

選挙事務所設置届 

（略） 

備考 

１・２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その２ 候補者届出政党の場合 

（略） 

代表者氏名 ㊞ 

選挙事務所設置届 

（略） 

備考  

この届出は、新潟県選挙管理委員会及び選

挙事務所が設置された市区町村の選挙管理委

員会に、それぞれ行ってください。 
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合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、

その代理人が届け出る場合にあっては委任状

の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書

類の提示又は提出を行ってください。ただし、

候補者届出政党の代表者本人の署名その他の

措置がある場合はこの限りではありません。 

 

第７号様式（第９条関係） 

その１ 候補者又は推薦届出者の場合 

（略） 

氏 名   

選挙事務所異動届 

（略） 

備考 

１・２ （略） 

３ 候補者又は推薦届出者本人が届け出る場合

にあっては本人確認書類の提示又は提出を、

これらの者の代理人が届け出る場合にあって

は委任状の提示又は提出及び当該代理人の本

人確認書類の提示又は提出を行ってください。

ただし、候補者又は推薦届出者本人の署名そ

の他の措置がある場合はこの限りではありま

せん。 

 

その２ 候補者届出政党の場合 

（略） 

代表者   

選挙事務所異動届 

（略） 

備考 

１ この届出は、新潟県選挙管理委員会及び選

挙事務所が設置された市区町村の選挙管理委

員会に、それぞれ行ってください。 

２ 候補者届出政党の代表者本人が届け出る場

合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、

その代理人が届け出る場合にあっては委任状

の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書

類の提示又は提出を行ってください。ただし、

候補者届出政党の代表者本人の署名その他の

措置がある場合はこの限りではありません。 

 

第８号様式（第９条関係） 

（略） 

氏 名   

選挙事務所設置（異動）承諾書 

（略） 

 

第９号様式（第９条関係） 

推薦届出代表者証明書 

（略） 

氏 名   

 

 

 

 

 

 

 

第７号様式（第９条関係） 

その１ 候補者又は推薦届出者の場合 

（略） 

氏 名 ㊞ 

選挙事務所異動届 

（略） 

備考 

１・２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その２ 候補者届出政党の場合 

（略） 

代表者 ㊞ 

選挙事務所異動届 

（略） 

備考  

この届出は、新潟県選挙管理委員会及び選

挙事務所が設置された市区町村の選挙管理委

員会に、それぞれ行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８号様式（第９条関係） 

（略） 

氏 名 ㊞ 

選挙事務所設置（異動）承諾書 

（略） 

 

第９号様式（第９条関係） 

推薦届出代表者証明書 

（略） 

氏 名 ㊞ 
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（略） 

氏 名 

（略） 

氏 名 

 

第11号様式（第12条関係） 

（略） 

申請者   

選挙事務所標札再交付申請書 

（略） 

備考 

１～３ （略） 

４ 候補者又は候補者届出政党の代表者本人が

届け出る場合にあっては本人確認書類の提示

又は提出を、これらの者の代理人が届け出る

場合にあっては委任状の提示又は提出及び当

該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行

ってください。ただし、候補者又は候補者届

出政党の代表者本人の署名その他の措置があ

る場合はこの限りではありません。 

 

第14号様式（第18条関係） 

（略） 

候補者名   

（略） 

代表者名 

（略） 

選挙運動用ビラ証紙交付票 

（略） 

 

備考 候補者又は候補者届出政党の代表者本人が

届け出る場合にあっては本人確認書類の提示

又は提出を、これらの者の代理人が届け出る

場合にあっては委任状の提示又は提出及び当

該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行

ってください。ただし、候補者又は候補者届

出政党の代表者本人の署名その他の措置があ

る場合はこの限りではありません。 

 

第15号様式（第19条関係） 

（略） 

候補者   

（略） 

代表者名 

選挙運動用ビラ届出書 

（略） 

（略） 

（略） 県選挙管理委

員会取扱者 

（略） 

（略） 

氏 名 ㊞ 

（略） 

氏 名 ㊞ 

 

第11号様式（第12条関係） 

（略） 

申請者 ㊞ 

選挙事務所標札再交付申請書 

（略） 

備考 

１～３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14号様式（第18条関係） 

（略） 

候補者名 ㊞ 

（略） 

代表者名 ㊞ 

（略） 

選挙運動用ビラ証紙交付票 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第15号様式（第19条関係） 

（略） 

候補者  ㊞ 

（略） 

代表者名 ㊞ 

選挙運動用ビラ届出書 

（略） 

（略） 

（略） 県選挙管理委

員会取扱者印 

（略） 



6 

備考 候補者又は候補者届出政党の代表者本人が

届け出る場合にあっては本人確認書類の提示

又は提出を、これらの者の代理人が届け出る

場合にあっては委任状の提示又は提出及び当

該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行

ってください。ただし、候補者又は候補者届

出政党の代表者本人の署名その他の措置があ

る場合はこの限りではありません。 

 

第17号様式（第22条関係） 

（略） 

代表者名 

（略） 

選挙運動用ポスター検印票（証紙交付票） 

（略） 

 

備考 候補者届出政党の代表者本人が届け出る場

合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、

その代理人が届け出る場合にあっては委任状

の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書

類の提示又は提出を行ってください。ただし、

候補者届出政党の代表者本人の署名その他の

措置がある場合はこの限りではありません。 

 

第18号様式の２（第25条関係） 

（略） 

代表者名 

選挙運動用ポスター見本提出書 

（略） 

備考 候補者届出政党の代表者本人が届け出る場

合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、

その代理人が届け出る場合にあっては委任状

の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書

類の提示又は提出を行ってください。ただし、

候補者届出政党の代表者本人の署名その他の

措置がある場合はこの限りではありません。 

 

第21号様式（第28条関係） 

（略） 

公職の候補者等の氏名   

（略） 

表示板交付申請書 

（略） 

備考 公職の候補者等本人が届け出る場合にあっ

ては本人確認書類の提示又は提出を、その代

理人が届け出る場合にあっては委任状の提示

（略） 

（略） 県選挙管理委員会

取扱者 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第17号様式（第22条関係） 

（略） 

代表者名 ㊞ 

（略） 

選挙運動用ポスター検印票（証紙交付票） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第18号様式の２（第25条関係） 

（略） 

代表者名 ㊞ 

選挙運動用ポスター見本提出書 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第21号様式（第28条関係） 

（略） 

公職の候補者等の氏名 ㊞ 

（略） 

表示板交付申請書 

（略） 

 

 

 

（略） 

（略） 県選挙管理委員会

取扱者印 

（略） 
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又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提

示又は提出を行ってください。ただし、公職

の候補者等本人の署名その他の措置がある場

合はこの限りではありません。 

 

第22号様式（第28条関係） 

（略） 

代表者の氏名   

（略） 

表示板交付申請書 

（略） 

公職の候補者等の氏名   

備考 後援団体の代表者本人が届け出る場合にあ

っては本人確認書類の提示又は提出を、その

代理人が届け出る場合にあっては委任状の提

示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の

提示又は提出を行ってください。ただし、後

援団体の代表者本人の署名その他の措置があ

る場合はこの限りではありません。 

 

第23号様式（第30条関係） 

（略） 

公職の候補者等の氏名   

（略） 

代表者の氏名 

（略） 

表示板再交付申請書 

（略） 

備考 公職の候補者等又は後援団体の代表者本人

が届け出る場合にあっては本人確認書類の提

示又は提出を、これらの者の代理人が届け出

る場合にあっては委任状の提示又は提出及び

当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を

行ってください。ただし、公職の候補者等又

は後援団体の代表者本人の署名その他の措置

がある場合はこの限りではありません。 

 

第26号様式（第37条関係） 

（略） 

何市(区)(町)(村)選挙管理委員会委員長(氏名)   

ポスター掲示場の減数協議書 

（略） 

 

第28号様式の２（第46条関係） 

証明書 

（略） 

氏名   

候補者届出政党の名称 

（略） 

代表者の氏名   

備考 候補者又は候補者届出政党の代表者本人が

 

 

 

 

 

第22号様式（第28条関係） 

（略） 

代表者の氏名 ㊞ 

（略） 

表示板交付申請書 

（略） 

公職の候補者等の氏名 ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第23号様式（第30条関係） 

（略） 

公職の候補者等の氏名 ㊞ 

（略） 

代表者の氏名 ㊞ 

（略） 

表示板再交付申請書 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第26号様式（第37条関係） 

（略） 

何市(区)(町)(村)選挙管理委員会委員長(氏名) □印  

ポスター掲示場の減数協議書 

（略） 

 

第28号様式の２（第46条関係） 

証明書 

（略） 

氏名 ㊞ 

政党その他の政治団体の名称 

（略） 

代表者の氏名 ㊞ 
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届け出る場合にあっては本人確認書類の提示

又は提出を、これらの者の代理人が届け出る

場合にあっては委任状の提示又は提出及び当

該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行

ってください。ただし、候補者又は候補者届

出政党の代表者本人の署名その他の措置があ

る場合はこの限りではありません。 

 

第29号様式（第47条関係） 

その１ 

（略） 

何選挙 候補者   

個人演説会開催申出書 

（略） 

１～５ （略） 

備考 候補者本人が届け出る場合にあっては本人

確認書類の提示又は提出を、その代理人が届

け出る場合にあっては委任状の提示又は提出

及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提

出を行ってください。ただし、候補者本人の

署名その他の措置がある場合はこの限りでは

ありません。 

 （略） 

 

その２ 

（略） 

代表者名   

（略） 

代表者名   

政党演説会（政党等演説会）開催申出書 

（略） 

１～３ （略） 

備考 候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等

の代表者本人が届け出る場合にあっては本人

確認書類の提示又は提出を、これらの者の代

理人が届け出る場合にあっては委任状の提示

又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提

示又は提出を行ってください。ただし、候補

者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の代表

者本人の署名その他の措置がある場合はこの

限りではありません。 

 （略） 

 

第34号様式（第56条関係） 

（略） 

氏名   

（略） 

選挙公報掲載申請書 

（略） 

備考 候補者本人が届け出る場合にあっては本人

確認書類の提示又は提出を、その代理人が届

 

 

 

 

 

 

 

 

第29号様式（第47条関係） 

その１ 

（略） 

何選挙 候補者 ㊞ 

個人演説会開催申出書 

（略） 

 １～５ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

その２ 

（略） 

代表者名 ㊞ 

（略） 

代表者名 ㊞ 

政党演説会（政党等演説会）開催申出書 

（略） 

 

１～３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第34号様式（第56条関係） 

（略） 

氏名 ㊞ 

（略） 

選挙公報掲載申請書 

（略） 
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け出る場合にあっては委任状の提示又は提出

及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提

出を行ってください。ただし、候補者本人の

署名その他の措置がある場合はこの限りでは

ありません。 

 

第35号様式（第56条関係） 

選挙公報掲載文原稿用紙 

（略） 

（※欄は記入しないこと） 

（略） 

 

第36号様式（第59条関係） 

（略） 

氏名   

選挙公報掲載撤回申請書 

（略） 

備考 候補者本人が届け出る場合にあっては本人

確認書類の提示又は提出を、その代理人が届

け出る場合にあっては委任状の提示又は提出

及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提

出を行ってください。ただし、候補者本人の

署名その他の措置がある場合はこの限りでは

ありません。 

 

第37号様式（第59条関係） 

（略） 

氏名   

選挙公報掲載文修正申請書 

（略） 

備考 候補者本人が届け出る場合にあっては本人

確認書類の提示又は提出を、その代理人が届

け出る場合にあっては委任状の提示又は提出

及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提

出を行ってください。ただし、候補者本人の

署名その他の措置がある場合はこの限りでは

ありません。 

 

第39号様式（第71条関係） 

その１ 

選挙運動用自動車の使用の契約届出書 

（略） 

候補者   

（略） 

備考 

１～３ （略） 

４ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人

確認書類の提示又は提出を、その代理人が届

け出る場合にあっては委任状の提示又は提出

及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提

出を行ってください。ただし、候補者本人の

 

 

 

 

 

 

第35号様式（第56条関係） 

選挙公報掲載文原稿用紙 

（略） 

（※印欄は記入しないこと） 

（略） 

 

第36号様式（第59条関係） 

（略） 

氏名 ㊞ 

選挙公報掲載撤回申請書 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第37号様式（第59条関係） 

（略） 

氏名 ㊞ 

選挙公報掲載文修正申請書 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第39号様式（第71条関係） 

その１ 

選挙運動用自動車の使用の契約届出書 

（略） 

候補者 ㊞ 

（略） 

備考 

１～３ （略） 
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署名その他の措置がある場合はこの限りでは

ありません。 

 

その２ 

ビラ作成契約届出書 

（略） 

候補者 

（略） 

備考 

１ 契約届出書には、契約書の写しを添付して

ください。 

２ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人

確認書類の提示又は提出を、その代理人が届

け出る場合にあっては委任状の提示又は提出

及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提

出を行ってください。ただし、候補者本人の

署名その他の措置がある場合はこの限りでは

ありません。 

 

その３ 

ポスター作成契約届出書 

（略） 

候補者 

（略） 

備考 

１ 契約届出書には、契約書の写しを添付して

ください。 

２ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人

確認書類の提示又は提出を、その代理人が届

け出る場合にあっては委任状の提示又は提出

及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提

出を行ってください。ただし、候補者本人の

署名その他の措置がある場合はこの限りでは

ありません。 

 

第40号様式（第72条関係） 

その１ 

自動車燃料代確認申請書 

（略） 

候補者   

（略） 

備考 

１～４ （略） 

５ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人

確認書類の提示又は提出を、その代理人が届

け出る場合にあっては委任状の提示又は提出

及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提

出を行ってください。ただし、候補者本人の

署名その他の措置がある場合はこの限りでは

ありません。 

 

 

 

 

その２ 

ビラ作成契約届出書 

（略） 

候補者 ㊞ 

（略） 

備考 

契約届出書には、契約書の写しを添付して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その３ 

ポスター作成契約届出書 

（略） 

候補者 ㊞ 

（略） 

備考 

契約届出書には、契約書の写しを添付して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第40号様式（第72条関係） 

その１ 

自動車燃料代確認申請書 

（略） 

候補者 ㊞ 

（略） 

備考 

１～４ （略） 
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その２ 

ビラ作成枚数確認申請書 

（略） 

候補者（氏名） 

（略） 

備考 

１～３ （略）  

４ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人

確認書類の提示又は提出を、その代理人が届

け出る場合にあっては委任状の提示又は提出

及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提

出を行ってください。ただし、候補者本人の

署名その他の措置がある場合はこの限りでは

ありません。 

 

その３ 

ポスター作成枚数確認申請書 

（略） 

候補者（氏名） 

（略） 

備考 

１～３ （略）  

４ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人

確認書類の提示又は提出を、その代理人が届

け出る場合にあっては委任状の提示又は提出

及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提

出を行ってください。ただし、候補者本人の

署名その他の措置がある場合はこの限りでは

ありません。 

 

第42号様式（第74条関係） 

その１ 

選挙運動用自動車使用証明書 

（自動車） 

（略） 

候補者   

（略） 

 

その２ 

選挙運動用自動車使用証明書 

（燃料） 

（略） 

候補者   

（略） 

 

その３ 

選挙運動用自動車使用証明書 

（運転手） 

（略） 

候補者   

（略） 

その２ 

ビラ作成枚数確認申請書 

（略） 

候補者（氏名） ㊞ 

（略） 

備考 

 １～３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

その３ 

ポスター作成枚数確認申請書 

（略） 

候補者（氏名） ㊞ 

（略） 

備考 

１～３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第42号様式（第74条関係） 

その１ 

選挙運動用自動車使用証明書 

（自動車） 

（略） 

候補者 ㊞ 

（略） 

 

その２ 

選挙運動用自動車使用証明書 

（燃料） 

（略） 

候補者 ㊞ 

（略） 

 

その３ 

選挙運動用自動車使用証明書 

（運転手） 

（略） 

候補者 ㊞ 

（略） 



12 

 

第42号様式の２（第74条関係） 

ビラ作成証明書 

（略） 

候補者   

（略） 

 

第43号様式（第74条関係） 

ポスター作成証明書 

（略） 

候補者   

（略） 

 

第45号様式（第76条関係） 

（略） 

氏名   

出納責任者選任届 

（略） 

備考 

１ 選任者が候補者届出政党である場合は、選

任者欄には当該政党の名称、事務所所在地及

び代表者名を記載してください。 

２ 選任者本人が届け出る場合にあっては本人

確認書類の提示又は提出を、その代理人が届

け出る場合にあっては委任状の提示又は提出

及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提

出を行ってください。ただし、選任者本人の

署名その他の措置がある場合はこの限りでは

ありません。 

 

第46号様式（第76条関係） 

（略） 

氏名   

出納責任者異動届 

（略） 

備考 

１ 選任者が候補者届出政党である場合は、選

任者欄には当該政党の名称、事務所所在地及

び代表者名を記載してください。 

２ 選任者本人が届け出る場合にあっては本人

確認書類の提示又は提出を、その代理人が届

け出る場合にあっては委任状の提示又は提出

及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提

出を行ってください。ただし、選任者本人の

署名その他の措置がある場合はこの限りでは

ありません。 

 

第47号様式（第76条関係） 

（略） 

氏名   

出納責任者選任（異動）承諾書 

 

第42号様式の２（第74条関係） 

ビラ作成証明書 

（略） 

候補者 ㊞ 

（略） 

 

第43号様式（第74条関係） 

ポスター作成証明書 

（略） 

候補者 ㊞ 

（略） 

 

第45号様式（第76関係） 

（略） 

氏名 ㊞ 

出納責任者選任届 

（略） 

備考 

選任者が候補者届出政党である場合は、選

任者欄には当該政党の名称、事務所所在地及

び代表者名を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第46号様式（第76関係） 

（略） 

氏名 ㊞ 

出納責任者異動届 

（略） 

備考 

選任者が候補者届出政党である場合は、選

任者欄には当該政党の名称、事務所所在地及

び代表者名を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第47号様式（第76関係） 

（略） 

氏名 ㊞ 

出納責任者選任（異動）承諾書 
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（略） 

 

第48号様式（第77条関係） 

（略） 

氏名   

出納責任者職務代行開始届 

（略） 

備考 

１ 推薦届出者氏名欄は、出納責任者を選任し

た推薦届出者も事故があるとき又は欠けたと

きのみ記入してください。 

２ 職務代行者本人が届け出る場合にあっては

本人確認書類の提示又は提出を、その代理人

が届け出る場合にあっては委任状の提示又は

提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又

は提出を行ってください。ただし、職務代行

者本人の署名その他の措置がある場合はこの

限りではありません。 

 

第49号様式（第77条関係） 

（略） 

氏名   

出納責任者職務代行終了届 

（略） 

備考 

１ 推薦届出者氏名欄は、出納責任者を選任し

た推薦届出者も事故があるとき又は欠けたと

きのみ記入してください。 

２ 職務代行者本人が届け出る場合にあっては

本人確認書類の提示又は提出を、その代理人

が届け出る場合にあっては委任状の提示又は

提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又

は提出を行ってください。ただし、職務代行

者本人の署名その他の措置がある場合はこの

限りではありません。 

 

第51号様式（第85条関係） 

（略） 

推薦演説会周知用ポスター検印票 

（略） 

検印責任者   

 

備考 検印責任者本人が届け出る場合にあっては

本人確認書類の提示又は提出を、その代理人

が届け出る場合にあっては委任状の提示又は

提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又

は提出を行ってください。ただし、検印責任

（略） 

（略） 県選挙管理委員会取扱者 

（略） 

（略） 

 

第48号様式（第77関係） 

（略） 

氏名 ㊞ 

出納責任者職務代行開始届 

（略） 

備考 

推薦届出者氏名欄は、出納責任者を選任し

た推薦届出者も事故があるとき又は欠けたと

きのみ記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第49号様式（第77関係） 

（略） 

氏名 ㊞ 

出納責任者職務代行終了届 

（略） 

備考 

推薦届出者氏名欄は、出納責任者を選任し

た推薦届出者も事故があるとき又は欠けたと

きのみ記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第51号様式（第85条関係） 

（略） 

推薦演説会周知用ポスター検印票 

（略） 

検印責任者 ㊞ 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 県選挙管理委員会取扱者印 

（略） 
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者本人の署名その他の措置がある場合はこの

限りではありません。 

 

第54号様式（第90条関係） 

（略） 

代表者   

政談演説会開催届出書 

（略） 

備考 確認団体の代表者本人が届け出る場合にあ

っては本人確認書類の提示又は提出を、その

代理人が届け出る場合にあっては委任状の提

示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の

提示又は提出を行ってください。ただし、確

認団体の代表者本人の署名その他の措置があ

る場合はこの限りではありません。 

 

第56号様式（第95条関係） 

（略） 

代表者名   

政治活動用ビラ届出書 

（略） 

備考 確認団体の代表者本人が届け出る場合にあ

っては本人確認書類の提示又は提出を、その

代理人が届け出る場合にあっては委任状の提

示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の

提示又は提出を行ってください。ただし、確

認団体の代表者本人の署名その他の措置があ

る場合はこの限りではありません。 

 

第57号様式（第97条関係） 

（略） 

検印（証紙請求）責任者   

 （略） 

政治活動用ポスター検印票（証紙交付票） 

（略） 

 

備考 検印（証紙請求）責任者本人が届け出る場

合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、

その代理人が届け出る場合にあっては委任状

の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書

類の提示又は提出を行ってください。ただし、

検印（証紙請求）責任者本人の署名その他の

措置がある場合はこの限りではありません。 

 

第58号様式（第97条関係） 

（略） 

（略） 

（略） 県選挙管理委

員会取扱者 

（略） 

 

 

 

第54号様式（第90条関係） 

（略） 

代表者 ㊞ 

政談演説会開催届出書 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第56号様式（第95条関係） 

（略） 

代表者名 ㊞ 

政治活動用ビラ届出書 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第57号様式（第97条関係） 

（略） 

検印（証紙請求）責任者 ㊞ 

（略） 

政治活動用ポスター検印票（証紙交付票） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第58号様式（第97条関係） 

（略） 

（略） 

（略） 県選挙管理委

員会取扱者印 

（略） 
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検印責任者    

政治活動用ポスター検印票の交付申請書 

（略） 

備考 検印責任者本人が届け出る場合にあっては

本人確認書類の提示又は提出を、その代理人

が届け出る場合にあっては委任状の提示又は

提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又

は提出を行ってください。ただし、検印責任

者本人の署名その他の措置がある場合はこの

限りではありません。 

 

第59号様式の２（第100条関係） 

（略） 

証紙請求責任者   

政治活動用ポスター見本提出書 

（略） 

備考 証紙請求責任者本人が届け出る場合にあっ

ては本人確認書類の提示又は提出を、その代

理人が届け出る場合にあっては委任状の提示

又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提

示又は提出を行ってください。ただし、証紙

請求責任者本人の署名その他の措置がある場

合はこの限りではありません。 

 

第62号様式（第102条関係） 

（略） 

代表者名   

政談演説会開催告知用立札、 

看板の類の証紙交付申請書 

（略） 

備考 確認団体の代表者本人が届け出る場合にあ

っては本人確認書類の提示又は提出を、その

代理人が届け出る場合にあっては委任状の提

示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の

提示又は提出を行ってください。ただし、確

認団体の代表者本人の署名その他の措置があ

る場合はこの限りではありません。 

 

第63号様式（第104条関係） 

（略） 

代表者名   

政党その他の政治団体の機関紙（誌）届 

（略） 

備考 確認団体の代表者本人が届け出る場合にあ

っては本人確認書類の提示又は提出を、その

代理人が届け出る場合にあっては委任状の提

示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の

提示又は提出を行ってください。ただし、確

認団体の代表者本人の署名その他の措置があ

る場合はこの限りではありません。 

 

検印責任者  ㊞ 

政治活動用ポスター検印票の交付申請書 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第59号様式の２（第100条関係） 

（略） 

証紙請求責任者 ㊞ 

政治活動用ポスター見本提出書 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第62号様式（第102条関係） 

（略） 

代表者名 ㊞ 

政談演説会開催告知用立札、 

看板の類の証紙交付申請書 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第63号様式（第104条関係） 

（略） 

代表者名 ㊞ 

政党その他の政治団体の機関紙（誌）届 

（略） 
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第64号様式（第104条関係） 

（略） 

新潟県選挙管理委員会委員長（氏名）   

受理届 

（略） 

第64号様式（第104条関係） 

（略） 

新潟県選挙管理委員会委員長（氏名） □印  

受理届 

（略） 

第２条 公職選挙法等執行規程の一部を次のように改正する。 

別記第２号様式の次に次の３様式を加える。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式（次項において「旧様式」という｡)により使用さ

れている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することがで

きる。 


